
佐賀労働局 雇用環境・均等室

令和８年７月７日

職場のハラスメント防止対策を考えるセミナー
「カスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメン
ト対策」



令和８年10月１日からハラスメント対策が強化されます！
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事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず
べき措置等についての指針
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言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの

「その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通
念上許容される範囲を超えた」言動



「その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通
念上許容される範囲を超えた」言動
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手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの



事業主がカスタマーハラスメント防止のために講ずべき措置
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6

（１）事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず
べき措置等についての指針（抜粋）
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（１）事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず
べき措置等についての指針（抜粋）
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（２）相談（苦情を含む。以下同じ）に応じ、適切に対応するために必要な

体制の整備

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず
べき措置等についての指針（抜粋）
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（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず
べき措置等についての指針（抜粋）



10

（３）職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず
べき措置等についての指針（抜粋）
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（３）職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず
べき措置等についての指針（抜粋）
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（４）職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要

なその防止のための措置

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず
べき措置等についての指針（抜粋）
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（５）（１）から（４）までの措置と併せて講ずべき措置

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず
べき措置等についての指針（抜粋）



求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策
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事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上
講ずべき措置等についての指針

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの典型的な例
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事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上
講ずべき措置等についての指針
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求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置

• 事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません
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※ 例えば、面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに
用いるSNSの種類の指定等、面談等を行う際の規則など



ハラスメント対策総合情報サイト  あかるい職場応援団

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
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「カスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシュ

アルハラスメント対策」については以上となります。

ご清聴ありがとうございました

雇用環境・均等室
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